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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第112期

第３四半期連結
累計期間

第113期
第３四半期連結

累計期間
第112期

会計期間
自平成26年４月１日
至平成26年12月31日

自平成27年４月１日
至平成27年12月31日

自平成26年４月１日
至平成27年３月31日

売上高 （百万円） 123,141 121,037 162,999

経常利益 （百万円） 8,167 8,564 10,017

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 5,173 6,135 5,662

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 7,911 5,911 12,166

純資産額 （百万円） 73,017 81,694 77,184

総資産額 （百万円） 176,968 180,301 177,458

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 55.73 66.09 60.99

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 40.1 44.1 42.2

 

回次
第112期

第３四半期連結
会計期間

第113期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成26年10月１日
至平成26年12月31日

自平成27年10月１日
至平成27年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 19.12 22.10

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

　なお、第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13

日）等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

(1)　業績の状況

　当第３四半期連結累計期間の経済環境は、中国や新興国経済の減速、資源価格の大幅下落や地政学リスクの高ま

りなど期の後半にかけて不透明感が増してきました。一方で、利上げを実施した米国経済は緩やかな景気拡大を続

けており、わが国経済も力強さを欠くものの企業収益の改善を背景として回復基調が続きました。

　このような経済環境のもとで、当連結会計年度の売上高は、1,210億３千７百万円（前年同期比1.7％減）となり

ましたが、営業利益は高付加価値製品の拡販の成果もあり81億１千６百万円（同6.0％増）、経常利益は85億６千

４百万円（同4.9％増）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は特別損失の計上額が減少したことな

どにより、61億３千５百万円（同18.6％増）となりました。

　次に事業セグメントの業績についてご報告いたします。

　なお、営業利益につきましては、全社費用等の配分前で記載しております。

（化成品事業）

　当事業は、無機・有機顔料、各種着色剤、情報記録関連材料の製造・販売を行っております。情報記録関連の製

品は引き続き好調を継続しましたが、汎用顔料やカラーフィルター用の顔料の販売が低迷致しました。

　これらの結果、当セグメントの売上高は182億６千１百万円（同0.3％増）となりましたが、営業利益は30億２千

８百万円（同2.9％減）となりました。

（化学品事業）

　当事業は、各種合成樹脂着色剤・コンパウンド、各種コート材の製造・販売を行っております。車両業界向け着

色剤のうち海外向けは引き続き好調を継続し、国内向けについても上向きつつあります。一方で、飲料用途向けな

ど暖冬の影響を受けた製品群もありました。また、アジアの連結子会社の業績は引き続きまだら模様の状況となり

ました。

　これらの結果、当セグメントの売上高は655億１千万円（同3.6％減）となりましたが、営業利益は38億円（同

2.4％増）となりました。

（高分子事業）

　当事業は、高分子製品、天然高分子製品の製造・販売を行なっております。車両業界向けの内装用材料は、北米

需要の増加にけん引され伸長致しました。情報記録関連材料の特殊コーティング剤、アパレル分野向けポリウレタ

ン樹脂の販売も好調に推移しました。

　これらの結果、当セグメントの売上高は136億７百万円（同1.6％増）となり、営業利益は25億９千万円（同

10.6％増）となりました。

（印刷総合システム事業）

　当事業は、各種印刷インキの製造・販売及び事業に付帯する商品とサービスを提供しております。包材業界向け

グラビアインキは、飲料及び食品向けともに堅調に推移しました。東南アジア市場においても生活関連向けや食品

関連向けを中心に順調に推移しました。一方、オフセットインキは引き続き需要が減少しました。

　これらの結果、当セグメントの売上高は225億３千７百万円（同0.8％増）となり、営業利益は23億６百万円（同

21.7％増）となりました。

（その他事業）

　当事業は、グループ各社への不動産賃貸及び金融事業等を行っております。

　当セグメントの売上高は11億１千９百万円（同10.6％減）となり、営業損失は５千万円となりました。
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(2)　財政状態の分析

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は1,803億１百万円となり、前連結会計年度末と比べ28億４千３百万円増

加いたしました。これは、「退職給付に係る資産」が増加したことなどにより投資その他の資産が28億８千７百万

円増加したことによるものであります。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末の負債合計は986億６百万円となり、前連結会計年度末と比べ16億６千７百万円減

少いたしました。これは、「短期借入金」及び「長期借入金」が減少したことなどによるものであります。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は816億９千４百万円となり、前連結会計年度末と比べ45億１千万円

増加いたしました。これは、「親会社株主に帰属する四半期純利益」の計上により「利益剰余金」が増加したこと

などによるものであります。

 

(3)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次の通りであります。

①　会社の支配に関する基本方針

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値の様々な源泉、当社をご

支持くださる多数のステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確

保、向上させる者でなければならないと考えております。

　当社の株式は譲渡自由が原則であり、金融商品取引所に上場する株式会社としての当社株主の在り方は、当社株

式の市場における自由な取引を通じて決定されるものであるとともに、会社の方針を支配する者の在り方について

も、最終的には株主の皆様のご意思に基づき決定されるべきものであります。

　また、当社の支配権の移転を伴う大規模な買付提案等があった場合であっても、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益に資するものであれば、一概に否定するものではなく、これに応ずるか否かのご判断も、最終的には株主

の皆様のご意思に基づき行われるべきものと理解しております。

　しかしながら、わが国の資本市場における株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、当社や株主の皆様に対

して買付に係る内容及び代替案等を検討するための十分な時間や情報を提供しないもの、買付目的や買付後の経営

方針等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうことが明白であるもの、買付に応じることを株主の皆様

に強要するような仕組みを有するもの、買付条件が当社の有する本来の企業価値ひいては株主共同の利益に照らし

て不適切であるもの等々、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれをもたらすものも想定されま

す。

　このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切

でないと考えております。

②　会社支配に関する基本方針の実現に資する取組み

　当社は、１９３１年（昭和６年）に顔料・着色剤の国産化を目的に設立して以来、世界に数少ない色彩の総合

メーカーとしての地位を築いてまいりました。プラスチック時代の幕開けとなった１９４０年代半ばより各種プラ

スチック製品の着色化に貢献、また合成繊維の誕生に合わせて化・合成繊維の原液着色の技術を先駆して世に送り

出しました。このような創業以来培ってきました技術の継承と新規分野の研究開発を背景に、顔料特性を熟知した

素材メーカーとして、カラー化時代の先取りと様々なユーザーニーズに応える分散・加工・配合等の基本技術と応

用展開の結実として、現在、各種合成樹脂着色剤、各種印刷インキ、合成樹脂に加えて時代の要請に即した機能性

付与製品やＩＴ関連製品、環境配慮型製品まで多様な製品ラインアップを擁し、「ハイテクと色彩科学の総合メー

カー」として広範な業界の多数のお取引先から厚い信頼を得ております。

　このように、当社は創立以来蓄積してきた「有機無機顔料・顔料処理技術」「分散・加工技術」「機能性樹脂合

成技術」の３つのコア技術を企業価値の源泉とし、品質・コスト競争力とブランドの向上に努めながら色彩の総合

メーカーとして、株主の皆様、取引先の皆様、従業員、さらには地域社会等との長年に亘る信頼関係を構築してお

ります。これらは、数値に表れ難い企業価値として重要な要素と認識しております。

　当社は、製品事業部門ごとに中期３ケ年事業計画を遂行しており、また、「グローバル企業としての事業基盤の

強化」を目標とし、内外グループ企業全体としての経営資源の効率化や利益の最大化にも取り組んでおります。

　また、コーポレート・ガバナンス（企業統治）の強化を通じて、経営の透明性及び効率性を確保し、株主の皆様

をはじめとするステークホルダーの信頼をより高め、社会責任を全うするため、ガバナンス機能の充実が経営上の

重要な課題であると認識しております。法令遵守及びリスク管理等の徹底のために、「ＣＳＲ・リスク管理推進本

EDINET提出書類

大日精化工業株式会社(E00902)

四半期報告書

 4/21



部」を設置し、内部監査の独立部門である内部監査室と情報の共有化を図り、内部統制システムの充実に積極的に

取り組んでおります。

　以上、当社では多くの投資家の皆様に中長期的に当社への投資を継続していただくため、当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益の向上のため、役員・社員一丸となって上記のような取組みを実施しております。今後とも株主

の皆様、お取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーからの信頼を磐石なものとするため一層その充実、拡

充に努める所存であります。これらの取組みは上記①会社の支配に関する基本方針の実現にも資するものと考えて

おります。

③　会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止する取組み

　当社は、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配され

ることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるための取組みとして「当社株式の

大規模買付行為に関する対応策」（以下「本プラン」といいます。）について、平成26年6月27日開催の第111期定

時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）において、株主の皆様にご承認いただき継続しております。

　本プランの対象となる当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを

目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等

の買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。

　本プランにおける大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関しては、次のとおり一定のルール（以

下「大規模買付ルール」といいます。）を設けており、大規模買付ルールによって、①事前に大規模買付者が当社

取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付による

当社全株式の買付けの場合は最長60日間、またはその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会によ

る評価・検討等の取締役会評価期間として設定し、取締役会評価期間、また株主検討期間を設ける場合には取締役

会評価期間と株主検討期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。

　本プランにおいては、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として当該大規模買付行為に

対する対抗措置は講じません。ただし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合、遵守しても当該

大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう

と判断する場合には、必要かつ相当な範囲で新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律及び当社定款が認め

る検討可能な対抗措置をとることがあります。

　このように対抗措置をとる場合、その判断の客観性及び合理性を担保するために、取締役会は対抗措置の発動に

先立ち、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外監査役または社外有識者から選任された委員で構成す

る独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置の発動の是非について、取締

役会評価期間内に勧告を行うものとします。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委

員会の勧告を最大限尊重するものとします。なお、本プランの有効期限は平成29年6月に開催予定の当社第114期定

時株主総会の終結の時までとします。本プランは、本株主総会において継続が承認され発効した後であっても、①

当社株主総会において本プランを廃止する旨の株主の一定割合の意思表示が行われた場合、②当社取締役会により

本プランを廃止する旨の決議等が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。

　継続後の本プランの詳細につきましては、当社インターネット上の当社ウェブサイト

（http://www.daicolor.co.jp）に掲載しております。

④　本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会

社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

　本プランは、ⅰ.買収防衛策に関する指針において定める三原則を充足していること及び経済産業省に設置され

た企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の

内容も踏まえたものとなっていること、ⅱ.当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の目的をもって

導入されていること、ⅲ.株主総会での承認により発効しており、株主意思を反映するものであること、ⅳ.独立性

の高い社外者のみから構成される独立委員会の判断を重視するものであること、ⅴ.デッドハンド型やスローハン

ド型買収防衛策でないこと等の理由から、基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうもの

でなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

 

(4)　研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、22億９千５百万円であります。な

お、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 250,000,000

計 250,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成27年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年２月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 93,065,554 93,065,554
　　東京証券取引所

　　(市場第一部)

単元株式数

1,000株

計 93,065,554 93,065,554 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高(百万円)

平成27年10月１日～

平成27年12月31日
－ 93,065,554 － 10,039 － 8,137

 

（６）【大株主の状況】

    　 当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成27年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成27年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式      254,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式   92,482,000 92,482 －

単元未満株式 普通株式      329,554 － －

発行済株式総数 93,065,554 － －

総株主の議決権 － 92,482 －

 

②【自己株式等】

平成27年12月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計　（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

大日精化工業株式会社

東京都中央区

日本橋馬喰町1丁目

7-6

234,000 － 234,000 0.25

フタバペイント株式会社
東京都台東区

竜泉3丁目15番2号
20,000 － 20,000 0.02

計 － 254,000 － 254,000 0.27

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成27年10月１日から平

成27年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、監査法人保森会計事務所による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 26,694 23,122

受取手形及び売掛金 47,840 ※３ 50,935

たな卸資産 26,139 27,694

その他 2,802 2,318

貸倒引当金 △77 △60

流動資産合計 103,400 104,010

固定資産   

有形固定資産   

土地 19,050 18,802

その他（純額） 25,696 25,347

有形固定資産合計 44,746 44,150

無形固定資産   

その他 1,325 1,267

無形固定資産合計 1,325 1,267

投資その他の資産   

投資有価証券 19,735 20,672

退職給付に係る資産 5,397 6,943

その他 2,959 3,352

貸倒引当金 △106 △95

投資その他の資産合計 27,985 30,873

固定資産合計 74,057 76,290

資産合計 177,458 180,301

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 27,108 ※３ 31,123

短期借入金 19,188 17,671

1年内返済予定の長期借入金 9,914 9,772

未払法人税等 1,391 608

賞与引当金 2,133 1,135

環境対策引当金 181 93

その他 5,187 5,229

流動負債合計 65,104 65,634

固定負債   

長期借入金 21,349 19,129

役員退職慰労引当金 372 186

関係会社整理損失引当金 539 159

環境対策引当金 461 414

退職給付に係る負債 8,730 8,746

その他 3,716 4,335

固定負債合計 35,169 32,972

負債合計 100,273 98,606
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,039 10,039

資本剰余金 9,193 9,238

利益剰余金 48,097 52,932

自己株式 △99 △102

株主資本合計 67,231 72,108

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6,188 6,911

繰延ヘッジ損益 △14 △9

為替換算調整勘定 1,376 104

退職給付に係る調整累計額 188 421

その他の包括利益累計額合計 7,739 7,428

非支配株主持分 2,213 2,157

純資産合計 77,184 81,694

負債純資産合計 177,458 180,301
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

売上高 123,141 121,037

売上原価 102,858 99,757

売上総利益 20,282 21,279

販売費及び一般管理費 12,624 13,163

営業利益 7,657 8,116

営業外収益   

受取利息 54 58

受取配当金 206 349

持分法による投資利益 146 217

為替差益 142 －

その他 559 564

営業外収益合計 1,108 1,189

営業外費用   

支払利息 488 453

為替差損 － 244

その他 110 43

営業外費用合計 598 741

経常利益 8,167 8,564

特別利益   

固定資産売却益 489 165

関係会社整理損失引当金戻入額 － 112

受取保険金 32 94

その他 36 94

特別利益合計 558 466

特別損失   

災害による損失 32 80

固定資産除却損 63 67

環境対策費 179 81

関係会社整理損 394 －

その他 262 41

特別損失合計 932 272

税金等調整前四半期純利益 7,793 8,758

法人税、住民税及び事業税 1,690 1,806

法人税等調整額 835 695

法人税等合計 2,526 2,502

四半期純利益 5,267 6,256

非支配株主に帰属する四半期純利益 93 121

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,173 6,135
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

四半期純利益 5,267 6,256

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,728 737

繰延ヘッジ損益 △0 5

為替換算調整勘定 531 △1,169

退職給付に係る調整額 349 233

持分法適用会社に対する持分相当額 34 △152

その他の包括利益合計 2,644 △345

四半期包括利益 7,911 5,911

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 7,752 5,824

非支配株主に係る四半期包括利益 159 87
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」

という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社

の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用とし

て計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合について

は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半

期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分

から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累

計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事

業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点か

ら将来にわたって適用しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益は45百万円減少しております。また、当第

３四半期連結会計期間末の資本剰余金が45百万円増加しております。
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（四半期連結貸借対照表関係）

 １ 保証債務

 連結会社以外の会社等の金融機関等からの借入に対し、債務保証（保証予約含む）を行っております。

前連結会計年度
（平成27年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成27年12月31日）

従業員提携ローン 159百万円 従業員提携ローン 139百万円

㈱三和プロセス 50   

その他３件 43 その他３件 52

計 252 計 191

 

 ２ 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成27年12月31日）

受取手形割引高 866百万円 137百万円

受取手形裏書譲渡高 2 2

 

※３　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当第

３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期

間末日残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成27年12月31日）

受取手形 －百万円 977百万円

支払手形 － 394

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）、のれんの償却額及び負ののれんの

償却額は、次の通りであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日）

減価償却費 2,663百万円 2,866百万円

のれんの償却額 4 4

負ののれんの償却額 △3 －
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日）

　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日

定時株主総会
普通株式 557 6.0 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金

平成26年11月11日

取締役会
普通株式 557 6.0 平成26年９月30日 平成26年12月５日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31日）

　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日

定時株主総会
普通株式 649 7.0 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金

平成27年11月10日

取締役会
普通株式 649 7.0 平成27年９月30日 平成27年12月４日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年12月31日）

　１.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

       （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額

（注１）

四半期連

結損益計

算書計上

額(注２)
 

化成品

事業

化学品

事業

高分子

事業

印刷総合

システム

事業

その他

事業
計

売上高         

(1)外部顧客への

売上高
18,211 67,925 13,393 22,358 1,252 123,141 － 123,141

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高

391 24 79 0 12,462 12,958 (12,958) －

計 18,603 67,950 13,472 22,358 13,714 136,099 (12,958) 123,141

セグメント利益

（営業利益）
3,118 3,713 2,341 1,896 74 11,143 (3,485) 7,657

（注）１．セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用3,485百万円が含まれてお

ります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務、経理などの本社機構の費用及び研究開発

の費用であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年12月31日）

　１.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

       （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額

（注２）

四半期連

結損益計

算書計上

額(注３)
 

化成品

事業

化学品

事業

高分子

事業

印刷総合

システム

事業

その他

事業

(注１)

計

売上高         

(1)外部顧客への

売上高
18,261 65,510 13,607 22,537 1,119 121,037 － 121,037

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高

394 23 16 56 12,058 12,549 (12,549) －

計 18,656 65,533 13,624 22,594 13,177 133,586 (12,549) 121,037

セグメント利益

（営業利益）

(△損失)

3,028 3,800 2,590 2,306 △50 11,676 (3,560) 8,116

（注）１．「その他事業」の営業損失は、当事業において当社グループ会社等への不動産管理、金融事業などの役

務提供を営む会社が含まれているためであります。当事業に係る収入は営業外収益として計上してお

り、また営業費用については各報告セグメントへの配賦を行なっておりません。

２．セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用3,560百万円が含まれてお

ります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務、経理などの本社機構の費用及び研究開発

の費用であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下の通りであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日）

  １株当たり四半期純利益金額 55円73銭 66円09銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）
5,173 6,135

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（百万円）
5,173 6,135

普通株式の期中平均株式数（株） 92,841,015 92,831,843

　　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

固定資産の譲渡

　当社の現在清算中の連結子会社であるDAINICHISEIKA CHEMICAL(SHENZHEN)FACTORY LTD.は、平成27年11月25

日付で、以下のとおり固定資産の譲渡契約を締結しました。

 

１　譲渡の理由

DAINICHISEIKA CHEMICAL(SHENZHEN)FACTORY LTD.の清算手続きの一環として、固定資産を処分するものであ

ります。

 

２　譲渡資産の概要

譲渡資産の内容 土地 25,002.53㎡　建物 27,755.51㎡

譲渡資産の所在地 中国広東省深セン市宝安区松崗街道燕羅工業園区朝陽中路

現況 清算手続中

 

３　譲渡先の概要等

名称 深セン市兆威機電有限公司

所在地 中国広東省深セン市宝安区福永街道白石厦龍王廟工業区18棟

当社グループとの関係
当社グループと当該会社との間には、特筆すべき資本関係、人的関係及び

取引関係はありません。

 

４　譲渡価額

11,650万元

 

５　譲渡の時期

契約締結日　平成27年11月25日

物件引渡日　平成28年３月（予定）

 

６　損益に与える影響

　当該固定資産の譲渡に伴い、平成29年３月期第１四半期連結会計期間において、特別利益として固定資産

売却益約730百万円を計上する見込みであります。
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２【その他】

平成27年11月10日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次の通り決議いたしました。

(イ) 配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　 649百万円

(ロ) １株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　７円00銭

(ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　平成27年12月４日

(注) 平成27年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年２月９日

大日精化工業株式会社

取締役会　御中

 

監査法人　保森会計事務所

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 小山　貴久　　　印

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 若林　正和　　　印

 

     

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大日精化工業株
式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成27年10月１日から
平成27年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年12月31日まで）に係る四半期連結
財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半
期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大日精化工業株式会社及び連結子会社の平成27年12月31日現在の財政
状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての
重要な点において認められなかった。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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